
 

 
  

 
 

 
 
 
 

  役員給与の期中増減 

Ｑ：役員給与は、どんな場合でも期中に増

減することは認められないのですか？また、

期首に遡って給与を改定することはできない

のですか？  

 

Ａ：期中の増減は、原則として認められま

せん。 

【解説】 

役員給与は、①期中の支給額が同額である

もの、②定時株主総会による改定又は経営悪

化に伴う改定がされた場合でその前後の報酬

が同額であるもの、③継続的に供与される経

済的利益で定額のものだけが損金に算入でき、

それ以外の報酬は損金に算入できないことと

されており、この要件を満たさない給与は、

原則として、損金の額に算入されないことと

されています。 

そして、この場合の経営悪化に伴う改定は、

法人の経営状態が著しく悪化したことその他

これに類する理由による改定は認められると

していますが、一時的な資金繰りの都合や業

績目標に達しなかったことなどは該当しない

としています。 

また、期首に遡っての改定は、以前は通達

で認められていましたが、今回の改正で廃止

されましたので、定時株主総会において役員

に対して支給する定期給与の増額改定を決議

し、期首に遡及して増額し、一括支給する場

合には損金算入が認められなくなっています

ので注意してください。 
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